
鑑 15 号   
平成 29 年 5 月 9 日 

会 員 各 位

公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会

会 長   熊 倉 隆 治

（ 職 印 省 略 ）

国土交通省からの通知に対する対応について 

～鑑定評価モニタリングにかかる立入検査の検査結果（改善を要する事項）～ 

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申しあげます。

この度、国土交通省土地・建設産業局地価調査課長より当職に宛て、平成 29 年 3

月 31 日付「不動産の鑑定評価等の適正な実施について」（国土鑑第 199 号）が発出

されました。

本会では本通知を踏まえ、適切な改善方策について検討を行い、取りまとめた結

果を平成 29 年 4 月 27 日付で「不動産鑑定評価等の適正な実施に係る対応策」（別

添）として国土交通省土地・建設産業局地価調査課長に報告を行いました。

会員各位におかれましては、通知文書別添「平成 28 年度立入検査結果を踏まえ

た改善を要する内容」に掲げられた不動産鑑定士及び不動産鑑定業者において改善

すべき事項につきまして、厳守・励行を強くお願い申しあげます。

なお、国土交通省が行うモニタリングに関連して行政指導を受けた会員は、「倫

理規程」第 8 条第 3 項の規定に基づき、その旨を本会に報告しなければならないこ

ととされておりますので、申し添えます。
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